
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

まん延防止等重点措置期間中、長野県からの要請に応じ営業時間の短縮等にご協力いた

だいた事業者にお支払いする、新型コロナウイルス拡大防止協力金の１期（１月 27日～２

月 20日要請分）について、受付期間を令和４年５月 16日（月）まで延長します。 

１ 受付期間（変更後） 

令和４年２月 21日（月）～ 令和４年５月 16日（月）（5月 16日消印有効） 

 

２ 申請方法 

 次のいずれかの方法となります。 

 （１）郵送による方法 

   簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で以下の宛先へ提出してください。 

 （提出先）〒３９９－４４３１ 伊那市西春近２９１６－１ 長野日報ビル 

      東武トップツアーズ株式会社 伊那支店内 

      「長野県新型コロナウイルス拡大防止協力金」事務局 
 

（２）電子申請 

   電子申請の可否確認用フローチャートで電子申請可能か確認の上、以下の 

ホームページ、QRコードから申請してください。 

    https://form.run/@tobutoptours-1643809542 

 

３ 申請書類の入手方法 

次の方法により、申請に必要な書類等を入手いただけます。 

・長野県庁ホームページからダウンロード 

https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/covid19kyouryokukin202201.html 

・事業所が所在する県地域振興局商工観光課(産業・雇用 総合サポートセンター)での受取り 

 

４ 問い合わせ先 
 長野県新型コロナウイルス拡大防止協力金 事務局 

  電話番号：０２６５-９８-６４４０   

受付時間：午前９時～午後５時（土日・祝日を除く） 

 

５ その他 
 ２期（2月 21日～３月６日要請分）の受付期間（３月 15日～５月 16日）は変更ありません。 

  １期と２期それぞれ申請が必要です。 

 支給対象者や支給額については、長野県ホームページをご確認ください。 

 

長野県（産業労働部）プレスリリース 令和４年（2022 年）4 月 11 日 

 新型コロナウイルス拡大防止協力金（まん延防止等重点措置期間中 

のうち 1 期分）の受付期間を 5 月 16 日（月）まで延長します 

産業労働部産業政策課企画担当 

(課長)合津俊雄 (担当)大田敬剛 

電話：026-235-7206（直通） 

FAX： 026-235-7496 

E-mail sansei@pref.nagano.lg.jp 


